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拝啓  貴社 ます ます ご清 来 の こ と とお慶 び 申 し上 げます。

当法人 は ,消 費者 問題 に関す る調 査 ,研 究等 を通 じて消費者 の権利 擁護 を図

るこ とを 目的 と して設 立 され ,消 費者 ,学者 ,弁護 士 ,司 法書 士 ,行政 書 士 ,

消費生活相 談員 らで構 成す る団体 です。 2008年 (平成 20年 )1月 29日 には ,内
閣総理大 臣か ら消費者 団体訴訟制度 にお け る適格 消費者 団体 の認 定 を受 け,差
止請 求 を行 う権 限 を得 ています。

当法人 に,貴社 の工事請負 契約約 款 につ い て の情報提供 が あ りま した。

貴社 の工事請負 契約約款 は ,第 13条 にお いて ,「 注文者 又 は請負者 が契約 後
か ら工事着 工前 まで の間 に この契約 を解 除 した場合 は ,違約 金 と して契約 金額
の 20%を 相 手側 は支 払 うもの とす る。」 とされ てい ます (以 下 この条項 を 「本

件違約 金約款 」 といい ます )。

本件違約 金約 款 に基 づ く と,注文者 が契約 直後 に契約 を解 除 し,そ れ まで に

請負者 で あ る貴社 が なん らの準備 行 為 を行 つてい ない場合 で あって も,注文者

は契約金額 の 20%を 支払 わ な けれ ば な らず ,不 当に高 い キ ャ ンセル料 を支 払 わ

ざるを得 ない こ ととな る と思 われ ます。 しか し,こ の 20%の 違約金 の額 は ,貴
社 の工事請負 契約 約 款 第 12条 が工事着 工後 の 出来形 精算 を定 めてい る こ とと

比較 して も,消 費者 契約 法 9条 1項 1号 の 「平均 的 な損 害 の額 」 を超 え る こ と

が明らかであると言わざるを得ません。
そこで,貴社に対 して,本件違約金約款について,①既に

か,②仮にまだ変更されていないのであれば,今 後具体的に
あるのか否か,を 質問いたします。

貴社においては,こ の点につき,1か 月をめどにご回答いただきます ようお

願い します。
なお,本書面お よびその回答 (回 答の有無を含め)は ,公表 させていただ く

場合があ りますので,あ らか じめご了解下 さい。
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